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（イノシシを中心とした）

豚熱等に係る野生動物対策について

資料４



野生動物における越境性動物疾病の留意点

概念的な話を駆け足でさせていただきます！！

越境性動物疾病とは・・・
国際連合食料農業機構（FAO）などの国際機関による定義では、「国境を越えて
まん延し、発生国の経済、貿易、および食料の安全保障に関わる重要性を持ち、
その防疫には多国間の協力が必要となる疾病」

【主な留意点】
・対象となる、関係する動物種の生態的特徴への理解
⇒同種か近縁種か、生態系における位置づけなどの差異

・対象種における有効な基本的対策手法への理解
⇒総合的対策の必要性、対策の優先順位付け、実施状況等

・文化的な背景も含む国や地域ごとの状況への理解
⇒地形や環境に適した手法の選択やアレンジ、法令や制度

・効果検証の必要性とPDCAサイクルにおける注意
⇒緊急対応の必要性と状況に合わせた対応の重要性



鳥獣別の被害発生の特徴（果樹園の事例）

動物種ごとの生態によって被害発生状況等が異なる



野生動物における越境性動物疾病の留意点

生態を理解して効果的な対策を採ることが重要

群構成：血縁関係のある母系集団
（オス亜成獣の一時的な集団）
オス成獣は単独行動

食性 ：主に植物を中心とした雑食性
嗜好性がある（水稲、ﾄｳﾓﾛｺｼ、堅果類）

繁殖 ：年1回、4～5頭の子を出産
初期死亡率が高く、平均年齢は1歳前後

行動域：決まった行動域を持つ（約1㎞2程度）
ナワバリは持たない

その他：イノシシを家畜化したものが豚（同種）



鳥獣別の基本的対策手法

基本的な被害対策手法は類似している （総合的対策）



総合的な被害対策の必要性

被害の現状と動物の生態的特徴に基づいた対策が重要

①侵入防止
・WM柵など防護柵の設置

②生息環境整備
・誘引物除去
（野菜クズや放任果樹の処分）
・緩衝帯整備
（草刈りやタケの伐採、強度間伐）
・家畜放牧よる省力的草地管理

③個体数調整・・・ジビエ等利用
・成獣、加害個体を中心とした捕獲
・捕獲隊などの捕獲体制整備

入れない！

近づけさせない！

増やさない！



欧州の土地利用（農村部）の事例

森林率が大きく異なる （日本68％、欧州20％程度）
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